
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
四
号

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
溶
接
に
関
す
る
技
術
基

準
を
定
め
る
規
則

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
四

十
三
条
の
十
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
済

燃
料
貯
蔵
施
設
の
溶
接
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
溶
接
部
の
形
状
）

第
一
条
　
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
二
号
）
第
十
一

条
に
掲
げ
る
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
っ
て
溶
接
を

す
る
も
の
の
溶
接
部
（
溶
接
金
属
部
及
び
熱
影
響
部
を

い
う
。
）
（
以
下
単
に
「
溶
接
部
」
と
い
う
。
）
は
、
安

全
な
形
状
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
溶
接
部
の
割
れ
）

第
二
条
　
溶
接
部
は
、
溶
接
に
よ
る
割
れ
が
な
く
、
か

つ
、
割
れ
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
溶
接
部
の
欠
陥
）

第
三
条
　
溶
接
部
は
、
溶
け
込
み
が
十
分
で
、
か
つ
、
ア

ン
ダ
ー
カ
ッ
ト
、
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
、
ク
レ
ー
タ
、
ス

ラ
グ
巻
込
み
、
ブ
ロ
ー
ホ
ー
ル
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
欠
陥
で
あ
っ
て
健
全
な
溶
接
部
の
確
保
に
有
害
な
も

の
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
溶
接
部
の
強
度
）

第
四
条
　
溶
接
部
は
、
健
全
な
溶
接
部
の
確
保
の
た
め
に

十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
六
日
原
子
力
規

制
委
員
会
規
則
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
。
以
下
「
設
置
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
八
日
。
以
下
「
施

行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
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